
○
税
制
問
題
等
に
関
す
る
特
別
委
員
会

本
院
議
員
提
出
法
律
案
（
九
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

（
月
　
　
　
日
）

予
備
送

付
月
日

衆
へ
提

出
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

１

消
費
税
法
を
廃
止
す
る
法
律
案

久
保
　
亘
君

外
　
　
七
　
　
名

　
（
元
、
九
、
二
八
）

元
、
一
〇
、
二　

元
、
一
二
、
一
一

元
、
一
一
、
八

元
、
一
二
、
一
一

修
　
　
正

元
、
一
二
、
一
一

修
　
　
正

元
、
一
二
、
一
二

税
制
問
題

等
調
査
特

委

未
　
　
　
　
　
　
　
了

元
、
一
一
、
八

参
本
会
議

趣
旨
説
明

　
　
一
二
、
一
二

衆
本
会
議

趣
旨
説
明

2

消
費
譲
与
税
法
を
廃
止
す
る
法
律
案

久
保
　
亘
君

外
　
　
七
　
　
名

　
　
　
（
九
、
二
八
）

一
〇
、
二　
　

一
二
、
一
一　
　
　

一
一
、
八

　
　
一
二
、
一
一

修
　
　
正

　
　
一
二
、
一
一

修
　
　
正

　
　
一
二
、
一
二　

税
制
問
題

等
調
査
特

委

未
　
　
　
　
　
　
　
了

３

地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

久
保
　
亘
君

外
　
　
七
　
　
名

　
　
　
（
九
、
二
八
）

一
〇
、
二　
　

一
二
、
一
一　
　
　
　
　
　

一
一
、
八

　
　
一
二
、
一
一

修
　
　
正

　
　
一
二
、
一
一

修
　
　
正

　
　
一
二
、
一
二　

税
制
問
題

等
調
査
特

委

未
　
　
　
　
　
　
　
了

４

税
制
再
改
革
基
本
法
案

久
保
　
亘
君

外
　
　
七
　
　
名

　
　
　
（
九
、
二
八
）

一
〇
、
二　
　
　
　

一
二
、
一
一　
　
　
　
　

一
一
、
八

　
　
一
二
、
一
一

修
　
　
正

　
　
一
二
、
一
一

修
　
　
正

　
　
一
二
、
一
二　

税
制
問
題

等
調
査
特

委

未
　
　
　
　
　
　
　
了

6

法
人
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

久
保
　
亘
君

外
　
　
七
　
　
名

　
　
　
（
一
〇
、
二
六
）

一
〇
、
三
〇　
　
　
　

一
二
、
一
一　
　
　
　
　

一
一
、
八

　
　
一
二
、
一
一

修
　
　
正

　
　
一
二
、
一
一

修
　
　
正

　
　
一
二
、
一
二　

税
制
問
題

等
調
査
特

委

未
　
　
　
　
　
　
　
了

７

通
行
税
法
案

久
保
　
亘
君

外
　
　
七
　
　
名

　
　
　
（
一
〇
、
二
六
）

一
〇
、
三
〇　
　
　
　

一
二
、
一
一　
　
　
　

一
一
、
八

　
　
一
二
、
一
一

可
　
　
決

　
　
一
二
、
一
一　

可
　
　
決

　
　
一
二
、
一
二　

税
制
問
題

等
調
査
特

委

未
　
　
　
　
　
　
　
了

8

物
品
税
法
案

久
保
　
亘
君

外
　
　
七
　
　
名

　
　
　
（
一
〇
、
二
六
）

一
〇
、
三
〇　
　
　
　

一
二
、
一
一　
　
　
　

一
一
、
八

　
　
一
二
、
一
一

修
　
　
正

　
　
一
二
、
一
一

修
　
　
正

　
　
一
二
、
一
二　

税
制
問
題

等
調
査
特

委

未
　
　
　
　
　
　
　
了



9

　

入
場
税
法
案

久
保
　
亘
君

外
　
　
七
　
　
名

　
（
元
、
一
〇
、
二
六
）

元
、
一
〇
、
三
〇　

元
、
一
二
、
一
一

元
、
一
一
、
八　

元
、
一
二
、
一
一

可
　
　
決

元
、
一
二
、
一
一　

可
　
　
決

元
、
一
二
、
一
二　

税
制
問
題

等
調
査
特

委

未
　
　
　
　
　
　
　
　
了

元
、
一
一
、
八

参
本
会
議

趣
旨
説
明

　
　
一
二
、
一
二　

衆
本
会
議

趣
旨
説
明

10

地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

久
保
　
亘
君

外
　
七
　
　
名

　
　
　
（
一
〇
、
二
六
）

一
〇
、
三
〇　
　
　
　

一
二
、
一
一　
　

一
一
、
八　

　
　
一
二
、
一
一

可
　
　
決

　
　
一
二
、
一
一　

可
　
　
決

　
　
一
二
、
一
二　

税
制
問
題

等
調
査
特

委

未
　
　
　
　
　
　
　
　
了

消
費
税
法
を
廃
止
す
る
法
律
案
（
参
第
一
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
消
費
税
が
広
く
国
民
の
理
解
と
信
頼
を
得
た
上
で

　
創
設
さ
れ
た
も
の
と
は
い
い
難
く
、
ま
た
、
現
在
に
お
い
て
も
多
く
の

　
問
題
を
指
摘
さ
れ
る
等
国
民
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
は
い

　
え
な
い
状
況
に
あ
る
と
し
て
、
平
成
二
年
三
月
三
十
一
日
限
り
で
消

　
費
税
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
消
費
税
法
の
廃
止
に
伴
う
必
要
な
経

　
過
措
置
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
な
お
、
本
法
律
施
行
に
伴
う
減
収
見
込
額
は
、
平
年
度
約
五
兆
九

　
千
四
百
億
円
で
あ
る
。

修
正
要
旨

　
　
廃
止
後
の
仕
入
れ
等
に
係
る
消
費
税
額
の
調
整
等
に
関
す
る
規
定

　
中
、
普
通
乗
用
自
動
車
に
つ
い
て
は
三
％
を
六
％
に
改
め
る
修
正
を

　
行
う
も
の
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
九
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
税
制

　
問
題
等
に
関
す
る
特
別
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を

　
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
こ
れ
ら
九
法
律
案
は
、
い
ず
れ
も
社
会
、
公
明
、
連
合
、
民
社
の

　
四
会
派
を
代
表
す
る
久
保
亘
君
外
七
名
の
発
議
に
係
る
も
の
で
あ
り

　
ま
し
て
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
簡
潔
に
申
し
上
げ
ま
す
と
、
ま
ず
、

　
消
費
税
法
を
廃
止
す
る
法
律
案
は
、
平
成
二
年
三
月
三
十
一
日
限
り

　
で
消
費
税
法
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。



　
消
費
譲
与
税
法
を
廃
止
す
る
法
律
案
は
、
消
費
税
法
の
廃
止
に
伴

い
、
消
費
譲
与
税
法
が
そ
の
基
礎
を
失
う
こ
と
と
な
る
た
め
、
同
法

を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
消
費
税
法
の
廃

止
に
伴
い
、
地
方
交
付
税
の
対
象
税
目
か
ら
消
費
税
を
削
除
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
、
税
制
再
改
革
基
本
法
案
は
、
消
費
税
の
廃
止
を
踏
ま
え
て

行
う
税
制
再
改
革
の
趣
旨
、
行
財
政
改
革
の
一
層
の
推
進
等
の
環
境

整
備
、
再
改
革
に
当
た
っ
て
の
五
つ
の
基
本
原
則
及
び
所
得
、
資
産
、

消
費
等
に
対
す
る
均
衡
の
と
れ
た
税
体
系
を
求
め
る
基
本
方
針
を
定

め
る
と
と
も
に
、
二
年
を
目
途
に
税
制
再
改
革
の
具
体
的
措
置
を
調

査
、
審
議
す
る
国
民
税
制
改
革
協
議
会
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
法
人
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
法
人
税
に
つ

い
て
平
成
二
年
度
に
三
十
七
・
五
％
に
引
き
下
げ
ら
れ
る
予
定
の
法

人
税
率
の
引
下
げ
を
現
行
四
十
％
の
ま
ま
凍
結
し
、
所
得
税
に
つ
い

て
有
価
証
券
譲
渡
益
課
税
に
お
け
る
源
泉
分
離
課
税
の
算
定
基
礎
と

な
る
み
な
し
所
得
率
を
五
％
か
ら
七
％
に
引
き
上
げ
、
土
地
譲
渡
所

得
課
税
の
う
ち
、
長
短
区
分
の
保
有
期
間
を
五
年
か
ら
十
年
の
本
則

に
戻
す
と
と
も
に
、
相
続
税
と
贈
与
税
に
つ
い
て
最
高
税
率
七
十
五

％
を
復
活
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
通
行
税
法
案
は
、
航
空
機
の
旅
客
運
賃
等
を
課
税
標
準
と
す
る
税

率
十
％
の
旧
通
行
税
を
五
％
の
税
率
で
復
元
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。

　
物
品
税
法
案
は
、
旧
物
品
税
と
同
品
目
を
課
税
対
象
と
し
て
物
品

税
を
復
元
し
、
税
率
に
つ
い
て
は
、
第
一
種
物
品
に
つ
い
て
は
そ
れ

ぞ
れ
十
％
、
八
％
、
第
二
種
物
品
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
八
％
、
六

％
、
四
％
と
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
入
場
税
法
案
は
、
劇
場
等
の
入
場
に
課
税
し
、
そ
の
入
場
料
金

に
税
率
十
％
の
旧
入
場
税
を
五
％
の
税
率
で
復
元
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。

　
最
後
に
、
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
地
方
税
に

お
い
て
電
気
税
・
ガ
ス
税
等
を
復
元
し
、
電
気
税
は
旧
電
気
税
の
税

率
五
％
を
三
％
に
調
整
し
、
ガ
ス
税
は
税
率
二
％
で
課
税
す
る
ほ
か
、

特
別
地
方
消
費
税
を
改
め
て
、
免
税
点
は
現
行
の
ま
ま
据
え
置
く
こ

と
に
よ
り
料
理
飲
食
等
消
費
税
を
税
率
十
％
で
復
元
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
以
上
の
九
法
律
案
の
う
ち
、
消
費
税
法
廃
止
関
連
三
法
案
及
び
再

改
革
法
案
は
九
月
二
十
八
日
に
、
消
費
税
法
廃
止
に
伴
う
代
替
財
源

関
連
五
法
案
は
十
月
二
十
六
日
に
本
院
に
提
出
さ
れ
、
十
一
月
八
日



に
本
会
議
で
、
ま
た
十
日
に
は
本
特
別
委
員
会
に
お
い
て
九
法
律
案

の
趣
旨
説
明
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
九
法
律
案
を
一
括
し
て
議
題
と
し
、

発
議
者
及
び
関
係
大
臣
等
に
対
し
て
、
広
範
多
岐
に
わ
た
り
、
熱
心

な
質
疑
を
行
う
と
と
も
に
、
公
聴
会
を
開
催
し
た
ほ
か
、
参
考
人
か

ら
意
見
を
聴
取
い
た
し
ま
し
た
。

　
委
員
会
に
お
け
る
主
な
質
疑
の
内
容
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
と
、

参
議
院
選
挙
に
お
け
る
民
意
と
消
費
税
法
廃
止
関
連
九
法
案
提
案
と

の
関
係
、
国
民
税
制
改
革
協
議
会
の
性
格
及
び
憲
法
上
の
問
題
、
野

党
四
会
派
の
考
え
る
均
衡
あ
る
税
体
系
の
具
体
的
内
容
、
消
費
税
廃

止
に
伴
う
代
替
財
源
案
に
よ
る
措
置
額
及
び
初
年
度
の
税
収
額
、
総

合
課
税
化
に
向
け
て
の
納
税
者
番
号
制
導
入
の
当
否
、
経
済
の
国
際

化
が
進
展
す
る
下
で
の
法
人
税
負
担
の
あ
り
方
、
代
替
財
源
と
し
て

旧
物
品
税
等
を
復
元
す
る
こ
と
の
妥
当
性
、
地
方
自
治
の
本
旨
に
基

づ
く
地
方
財
政
確
立
の
た
め
の
具
体
的
方
策
、
高
齢
化
社
会
に
お
け

る
社
会
保
障
負
担
と
給
付
の
あ
り
方
、
連
合
政
権
構
想
を
進
め
る
に

当
た
っ
て
の
各
党
の
基
本
政
策
に
対
す
る
認
識
及
び
そ
の
実
現
の
可

能
性
等
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
譲
り
ま
す
。

　
九
法
律
案
に
対
す
る
質
疑
を
終
了
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
及
川

一
夫
理
事
よ
り
、
消
費
税
法
廃
止
法
案
、
消
費
譲
与
税
法
廃
止
法
案
、

地
方
交
付
税
法
改
正
案
、
税
制
再
改
革
法
案
、
法
人
税
法
等
改
正
案

及
び
物
品
税
法
案
の
六
法
律
案
に
つ
い
て
、
修
正
の
動
議
が
提
出
さ

れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
国
会
法
第
五
十
七
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
内
閣
か

ら
意
見
を
聴
取
い
た
し
ま
し
た
。

　
次
い
で
六
修
正
案
及
び
九
原
案
を
一
括
し
て
討
論
に
入
り
ま
し
た

と
こ
ろ
、
自
由
民
主
党
を
代
表
し
て
宮
澤
弘
理
事
よ
り
、
六
修
正
案

及
び
九
原
案
に
反
対
、
日
本
社
会
党
・
護
憲
共
同
を
代
表
し
て
上
野

雄
文
委
員
、
公
明
党
・
国
民
会
議
を
代
表
し
て
常
松
克
安
委
員
、
連

合
参
議
院
を
代
表
し
て
古
川
太
三
郎
理
事
、
民
社
党
・
ス
ポ
ー
ツ
・

国
民
連
合
を
代
表
し
て
寺
崎
昭
久
理
事
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
六
修
正
案

及
び
九
原
案
に
賛
成
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
近
藤
忠
孝
理
事
よ

り
、
消
費
税
法
廃
止
法
案
、
同
修
正
案
、
消
費
譲
与
税
法
廃
止
法
案
、

同
修
正
案
、
地
方
交
付
税
法
改
正
案
、
同
修
正
案
に
賛
成
、
他
の
六

法
案
及
び
三
修
正
案
に
つ
い
て
は
、
採
決
に
加
わ
ら
な
い
立
場
か
ら

の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
討
論
を
終
わ
り
、
順
次
採
決
の
結
果
、
消
費
税
法
廃
止
法
案
、
消

費
譲
与
税
法
廃
止
法
案
、
地
方
交
付
税
法
改
正
案
、
税
制
再
改
革
法

案
、
法
人
税
法
等
改
正
案
、
物
品
税
法
案
の
六
法
律
案
の
修
正
案
及

び
修
正
部
分
を
除
く
原
案
は
、
い
ず
れ
も
多
数
を
も
っ
て
可
決
さ
れ
、



六
法
律
案
は
修
正
議
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
、
ま
た
、
通
行
税
法

案
、
入
場
税
法
案
、
地
方
税
法
改
正
案
の
三
法
律
案
は
、
い
ず
れ
も
多

数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

消
費
譲
与
税
法
を
廃
止
す
る
法
律
案
（
参
第
二
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
消
費
税
法
の
廃
止
に
伴
い
、
消
費
譲
与
税
法
を
廃

止
す
る
と
と
も
に
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。

修
正
要
旨

　
　
平
成
三
年
度
以
後
の
消
費
税
の
収
入
額
の
五
分
の
一
に
相
当
す
る

　
額
に
つ
い
て
も
、
消
費
譲
与
税
と
し
て
地
方
公
共
団
体
に
譲
与
す
る

　
も
の
と
し
、
そ
の
収
入
見
込
額
の
一
定
割
合
を
、
当
該
年
度
分
の
地

　
方
交
付
税
の
基
準
財
政
収
入
額
に
算
入
す
る
も
の
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
八
九
ペ
ー
ジ
参
照

地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
参
第
三
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
消
費
税
法
の
廃
止
に
伴
い
、
地
方
交
付
税
法
の
対

　
象
税
目
か
ら
消
費
税
を
削
除
す
る
と
と
も
に
必
要
な
経
過
措
置
を
定

　
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

修
正
要
旨

　
　
平
成
三
年
度
以
後
の
消
費
税
（
消
費
譲
与
税
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

　
の
収
入
額
に
つ
い
て
も
、
そ
の
一
定
割
合
を
地
方
交
付
税
と
す
る
も

　
の
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
八
九
ペ
ー
ジ
参
照

税
制
再
改
革
基
本
法
案
（
参
第
四
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
消
費
税
創
設
を
中
心
と
す
る
先
の
税
制
改
革
に
代

え
て
行
う
税
制
再
改
革
に
つ
い
て
、
そ
の
改
革
の
趣
旨
、
環
境
整
備
、



基
本
原
則
及
び
基
本
方
針
を
示
す
と
と
も
に
、
そ
の
調
査
審
議
の
た

め
の
国
民
税
制
改
革
協
議
会
を
設
置
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
税
制
再
改
革
の
た
め
の
環
境
整
備

　
　
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
行
財
政
改
革
の
一
層
の
推
進
及
び

　
高
齢
化
社
会
に
お
け
る
社
会
保
障
と
国
民
の
負
担
の
あ
り
方
に
つ

　
い
て
の
国
民
の
合
意
の
形
成
が
図
ら
れ
る
よ
う
環
境
整
備
に
努
め

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
税
制
再
改
革
の
基
本
原
則

　
　
税
制
再
改
革
は
、
民
主
的
な
手
続
き
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
国
民

　
の
合
意
に
基
づ
き
、
税
負
担
の
公
正
及
び
公
平
を
確
保
し
、
総
合

　
課
税
主
義
を
基
本
と
す
る
応
能
負
担
原
則
を
重
視
し
、
直
接
税
を

　
主
と
し
、
間
接
税
を
従
と
す
る
こ
と
を
堅
持
す
る
と
と
も
に
、
安

　
定
し
た
地
方
財
政
の
確
立
を
図
り
、
か
つ
、
税
制
の
社
会
的
再
配

　
分
の
機
能
の
向
上
に
配
慮
す
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
税
制
再
改
革
の
基
本
方
針

　
　
各
種
特
例
措
置
の
抜
本
的
整
理
合
理
化
、
納
税
環
境
の
整
備
等

　
に
よ
り
、
税
負
担
の
不
公
平
が
払
し
ょ
く
さ
れ
、
所
得
、
資
産
、

　
消
費
等
に
対
す
る
均
衡
の
と
れ
た
税
体
系
の
構
築
を
目
指
し
て
行

　
う
も
の
と
す
る
。

四
、
国
民
税
制
改
革
協
議
会
の
設
置

　
国
民
合
意
に
基
づ
く
税
制
再
改
革
実
現
の
た
め
、
そ
の
再
改
革
と

　
し
て
行
う
べ
き
具
体
的
な
措
置
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
国
民
税

　
制
改
革
協
議
会
を
総
理
府
に
設
置
す
る
。
同
協
議
会
は
、
設
置
後

　
二
年
以
内
を
目
途
と
し
て
、
そ
の
調
査
審
議
の
結
果
を
、
内
閣
総

　
理
大
臣
及
び
国
会
に
対
し
、
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
内
閣
及
び

　
国
会
は
、
そ
の
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
所
要
の
措
置

　
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

　
　
な
お
、
本
法
律
の
施
行
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額
は
、
平
年
度

　
約
八
千
万
円
で
あ
る
。

修
正
要
旨

　
　
本
法
律
案
第
八
条
第
一
項
を
、
「
協
議
会
は
、
設
置
後
二
年
以
内

　
を
目
途
と
し
て
、
そ
の
調
査
審
議
の
結
果
を
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対

　
し
、
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
」
と
し
、
同
条
第
二
項
を
、
「
内
閣
総

　
理
大
臣
は
、
前
項
の
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
を
尊
重
し
な
け

　
ば
な
ら
な
い
。
」
と
改
め
る
等
の
修
正
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
八
九
ペ
ー
ジ
参
照



法
人
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
参
第
六

号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
消
費
税
法
の
廃
止
に
伴
い
必
要
と
な
る
財
源
の
確

　
保
に
資
す
る
た
め
、
法
人
税
法
等
の
一
部
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も

　
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
法
人
税
に
つ
い
て
、
平
成
二
年
度
以
降
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な

　
　
る
普
通
法
人
等
に
係
る
法
人
税
率
を
四
十
％
（
本
則
三
十
七
・
五

　
　
％
）
と
し
て
現
行
税
率
を
維
持
す
る
こ
と
と
す
る
特
例
を
設
け
る

　
　
と
と
も
に
、
受
取
配
当
益
金
不
算
入
制
度
の
不
算
入
割
合
を
二
年

　
　
間
で
六
十
％
（
現
行
八
十
％
）
に
引
き
下
げ
る
ほ
か
、
賞
与
引
当

　
　
金
の
引
当
限
度
額
を
二
年
間
で
二
十
％
圧
縮
す
る
等
の
改
正
を
行
う
。

　
二
、
有
価
証
券
譲
渡
益
課
税
に
お
け
る
源
泉
分
離
課
税
制
度
に
つ
い

　
　
て
、
課
税
利
益
金
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
い
わ
ゆ
る
み
な
し
所

　
　
得
率
を
七
％
（
現
行
五
％
）
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
譲
渡
代
金
に

　
　
対
す
る
税
負
担
率
を
一
・
四
％
（
現
行
一
％
）
に
引
き
上
げ
る
と

　
　
と
も
に
、
有
価
証
券
取
引
税
に
つ
い
て
、
株
券
等
に
係
る
税
率
を

　
　
譲
渡
価
額
の
〇
・
四
％
（
現
行
〇
・
三
％
）
に
引
き
上
げ
る
。

　
三
、
土
地
税
制
に
つ
い
て
、
土
地
等
に
係
る
長
期
譲
渡
所
得
及
び
短

　
期
譲
渡
所
得
の
区
分
の
特
例
（
現
行
五
年
）
を
廃
止
し
十
年
に
戻

　
す
と
と
も
に
、
所
有
期
間
二
年
以
下
の
超
短
期
所
有
土
地
等
の
譲

　
渡
に
係
る
課
税
の
特
例
（
超
短
期
特
別
重
課
制
度
）
を
当
分
の
間

　
延
長
す
る
。

四
、
相
続
税
及
び
贈
与
税
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
最
高
税
率
を
七
十

　
五
％
（
現
行
七
十
％
）
に
引
き
上
げ
る
。

五
、
酒
税
及
び
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
、
消
費
税
廃
止
後
も
税
負
担
率
が

　
ほ
ぼ
現
行
水
準
を
維
持
で
き
る
よ
う
、
そ
れ
ぞ
れ
税
率
調
整
を
行
う
。

　
な
お
、
本
法
律
施
行
に
伴
う
増
収
見
込
額
は
、
平
年
度
約
二
兆
二

千
三
百
二
十
億
円
で
あ
る
。

修
正
要
旨

　
　
本
法
律
案
の
相
続
税
法
の
改
正
規
定
の
施
行
日
及
び
適
用
区
分
に

　
係
る
期
日
に
つ
い
て
、
原
案
に
お
い
て
「
平
成
二
年
四
月
一
日
」
と

　
あ
る
の
を
「
平
成
三
年
一
月
一
日
」
と
改
め
る
修
正
を
行
う
も
の
で

　
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
八
九
ペ
ー
ジ
参
照



通
行
税
法
案
（
参
第
七
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
消
費
税
法
の
廃
止
に
伴
い
必
要
と
な
る
財
源
の
確

　
保
に
資
す
る
た
め
、
通
行
税
の
制
度
を
復
元
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

　
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
汽
車
、
電
車
、
乗
合
自
動
車
、
船
舶
（
以
下
「
汽
車
等
」
と
い

　
　
う
。
）
　
及
び
航
空
機
の
乗
客
は
、
通
行
税
を
納
め
る
義
務
が
あ
る
。

　
二
、
通
行
税
の
課
税
標
準
は
、
汽
車
等
及
び
航
空
機
の
旅
客
運
賃
、

　
　
特
別
急
行
料
金
、
急
行
料
金
、
準
急
行
料
金
、
寝
台
料
金
又
は
特

　
　
別
車
両
料
金
等
と
し
、
そ
の
税
率
は
、
百
分
の
五
と
す
る
。

　
　
　
な
お
、
別
途
、
租
税
特
別
措
置
法
を
改
正
し
、
離
島
航
空
路
線

　
　
の
通
行
税
の
特
例
税
率
は
百
分
の
三
と
す
る
。

　
三
、
汽
車
等
の
二
等
の
乗
客
、
船
舶
の
一
等
の
乗
客
は
寝
台
料
金
又

　
　
は
特
別
車
両
料
金
等
に
係
る
通
行
税
を
除
き
、
原
則
通
行
税
を
納

　
　
め
る
義
務
が
な
い
も
の
と
す
る
等
通
行
税
の
非
課
税
に
係
る
所
要

　
　
の
規
定
を
設
け
る
。

　
四
、
汽
車
等
又
は
航
空
機
に
よ
り
旅
客
の
運
送
を
営
む
者
は
、
旅
客

　
　
運
賃
、
特
別
急
行
料
金
、
急
行
料
金
、
準
急
行
料
金
、
寝
台
料
金

　
　
又
は
特
別
車
両
料
金
等
の
領
収
の
際
に
通
行
税
を
徴
収
し
、
そ
の

　
徴
収
の
日
に
属
す
る
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
、
国
に
納
付
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
な
お
、
本
法
律
施
行
に
伴
う
増
収
見
込
額
は
、
平
年
度
約
四
百
五

十
億
円
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
八
九
ペ
ー
ジ
参
照

物
品
税
法
案
（
参
第
八
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
消
費
税
法
の
廃
止
に
伴
い
必
要
と
な
る
財
源
の
確

保
に
資
す
る
た
め
、
物
品
税
の
制
度
を
復
元
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
物
品
税
は
、
旧
物
品
税
と
同
品
目
を
課
税
対
象
と
す
る
。

二
、
納
税
義
務
者
は
、
小
売
段
階
で
課
税
さ
れ
る
第
一
種
物
品
に
つ

　
い
て
は
、
そ
の
物
品
の
販
売
業
者
、
製
造
段
階
で
課
税
さ
れ
る
第

　
二
種
物
品
に
つ
い
て
は
、
そ
の
物
品
の
製
造
者
、
保
税
地
域
か
ら
引

　
き
取
る
課
税
物
品
に
つ
い
て
は
、
そ
の
物
品
を
引
き
取
る
者
と
す
る
。

三
、
課
税
対
象
物
品
の
う
ち
、
一
般
消
費
者
の
生
活
及
び
産
業
経
済



　
に
及
ぼ
す
影
響
を
考
慮
し
て
物
品
税
を
課
さ
な
い
こ
と
が
適
当
で

　
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て

　
は
、
物
品
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

四
、
課
税
標
準
は
、
第
一
種
課
税
物
品
に
つ
い
て
は
、
当
該
小
売
に

　
係
る
小
売
価
格
に
相
当
す
る
金
額
、
第
二
種
課
税
物
品
に
つ
い
て

　
は
、
通
常
の
卸
取
引
形
態
に
よ
る
通
常
の
卸
市
場
価
格
に
相
当
す

　
る
金
額
と
す
る
。

五
、
税
率
は
、
第
一
種
物
品
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
、
百
分
の
十
、

　
百
分
の
八
、
第
二
種
物
品
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
、
百
分
の
八
、

　
百
分
の
六
、
百
分
の
四
と
す
る
。

六
、
第
一
種
物
品
の
販
売
業
者
は
、
翌
月
末
日
ま
で
に
、
第
二
種
物

　
品
の
製
造
者
は
、
翌
々
月
末
日
ま
で
に
申
告
、
納
付
す
る
。

　
な
お
、
本
法
律
施
行
に
伴
う
増
収
見
込
額
は
、
平
年
度
約
一
兆
円

で
あ
る
。

修
正
要
旨

　
　
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
第
八
十
五
条
第
一

　
項
の
「
関
税
等
の
特
例
」
に
物
品
税
を
加
え
る
と
と
も
に
、
物
品
税

　
法
に
定
め
る
別
表
の
課
税
物
品
の
う
ち
、
軽
自
動
車
の
範
囲
「
三
二

　
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」
、
「
五
五
〇
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」
と
あ

る
の
を
、
「
三
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」
、
「
六
六
〇
立
方
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
」
と
改
め
る
修
正
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
八
九
ペ
ー
ジ
参
照

入
場
税
法
案
（
参
第
九
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
消
費
税
法
の
廃
止
に
伴
い
必
要
と
な
る
財
源
の
確

　
保
に
資
す
る
た
め
、
入
場
税
の
制
度
を
復
元
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

　
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
次
に
掲
げ
る
場
所
へ
の
入
場
に
は
、
入
場
税
を
課
す
る
。

（一）

映
画
、
演
劇
、
演
芸
、
音
楽
、
ス
ポ
ー
ツ
又
は
見
せ
物
を
多

数
人
に
見
せ
、
又
は
聴
か
せ
る
場
所

（二）

競
馬
場
及
び
競
輪
場

（三）

（二）

に
掲
げ
る
場
所
に
類
す
る
場
所
で
、
政
令
で
定
め
る
も
の

二
、
興
行
場
等
の
経
営
者
等
は
、
興
行
場
等
へ
の
入
場
者
か
ら
領
収

　
す
る
入
場
料
金
に
つ
い
て
、
入
場
税
を
納
め
る
義
務
が
あ
る
。

三
、
入
場
税
は
、
入
場
料
金
を
課
税
標
準
と
し
、
入
場
料
金
の
百
分



　
の
五
の
税
率
に
よ
り
課
す
る
。

四
、
入
場
料
金
が
、
一
人
一
回
の
入
場
に
つ
い
て
、
映
画
を
催
す
場

　
所
に
お
い
て
二
千
円
、
主
と
し
て
演
劇
、
演
芸
、
音
楽
、
ス
ポ
ー
ツ

　
又
は
見
せ
物
を
催
す
場
所
に
お
い
て
五
千
円
、
競
馬
場
、
競
輪
場

　
等
に
お
い
て
三
十
円
以
下
で
あ
る
と
き
は
、
入
場
税
を
課
さ
な
い
。

五
、
興
行
場
等
の
経
営
者
等
は
、
そ
の
興
行
場
等
ご
と
に
、
毎
月
、

　
課
税
標
準
額
、
入
場
税
額
等
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
翌
月
末
日

　
ま
で
に
、
そ
の
興
行
場
等
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
し
、
同
日
ま

　
で
に
入
場
税
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
な
お
、
本
法
律
施
行
に
伴
う
増
収
見
込
額
は
、
平
年
度
約
四
十
億

円
で
あ
る
。

委
員
長
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八
九
ペ
ー
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地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
参
第
一
〇
号
）

要
旨

　
本
法
律
案
は
、
消
費
税
法
の
廃
止
に
伴
い
必
要
と
な
る
財
源
の
確
保

に
資
す
る
た
め
、
地
方
間
接
税
の
復
元
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
道
府
県
た
ば
こ
税
及
び
市
町
村
た
ば
こ
税

　
　
道
府
県
た
ば
こ
税
の
税
率
を
千
本
に
つ
き
千
百
八
十
六
円
（
現

　
行
千
百
二
十
九
円
）
に
、
市
町
村
た
ば
こ
税
の
税
率
を
千
本
に
つ

　
き
二
千
百
円
（
現
行
千
九
百
九
十
七
円
）
と
す
る
。

二
、
ゴ
ル
フ
場
利
用
税

　
　
名
称
を
娯
楽
施
設
利
用
税
に
改
め
、
課
税
対
象
施
設
を
ゴ
ル
フ

　
場
の
ほ
か
舞
踏
場
、
ぱ
ち
ん
こ
場
等
と
し
、
標
準
税
率
を
ゴ
ル
フ

　
場
に
つ
い
て
は
一
人
一
日
に
つ
き
千
百
円
（
現
行
八
百
円
）
、
そ

　
の
他
の
施
設
に
つ
い
て
は
利
用
料
金
の
百
分
の
十
と
す
る
と
と
も

　
に
、
ゴ
ル
フ
場
所
在
市
町
村
に
対
す
る
交
付
金
の
交
付
率
を
二
分

　
の
一
　
（
現
行
十
分
の
七
）
と
す
る
。

三
、
特
別
地
方
消
費
税

　
　
名
称
を
料
理
飲
食
等
消
費
税
に
改
め
、
そ
の
標
準
税
率
を
百
分

　
の
十
と
す
る
。

四
、
電
気
税
及
び
ガ
ス
税

　
　
市
町
村
税
と
し
て
電
気
税
及
び
ガ
ス
税
を
設
け
、
税
率
は
電
気

　
税
に
つ
い
て
は
百
分
の
三
、
ガ
ス
税
に
つ
い
て
は
百
分
の
二
と
す

　
る
。
電
気
料
金
が
三
千
六
百
円
（
月
額
）
以
下
で
あ
る
と
き
は
電

　
気
税
を
課
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
し
、
ガ
ス
料
金
が
一
万
二



千
円
（
月
額
）
以
下
で
あ
る
と
き
は
ガ
ス
税
を
課
す
こ
と
が
で
き

な
い
こ
と
と
す
る
。
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